
当事者意識をもって社会問題に向き合う生徒の育成
ー中学校社会公民的分野「地方自治」の単元を通して一

遠藤啓太

若者の政治離れや，選挙における投票率の低さが間嬰視されて久しい。 2016年 6月からは公職選挙法

の一部が改正され，公職の選挙において選挙権を有する者の年齢が満 18歳以上に引き下げられた。翌 7

月には参議院議員通常選挙が実施され，国政選挙に多くの若者の l票が投じられたことが大きなニュース

となった。本稿では，以上のような状況の中で，政治に関心をもつことができたり，社会の間題に対して

他人事としてではなく，当事者意識をもって向き合ったりすることのできる生徒の育成を目指した中学校

社会科公民的分野「地方自治」の授業実践の報告を行い，成果と課題についてまとめる。

1 . はじめに
公職選挙法の一部改正に伴って，総務省と文部科学省

とによって作成・配布された資料には，次のような記述

が見られる。今炉Iの法改正によって，高笥学校に在学ず

る生徒が，在学中に満18歳を砂え選挙権を褐ることで，

生だの中に満18歳以Lの選挙権を有する者と満18炭未

満の選挙権を介さない者とが況在することを1分理葬

し，高學学佼に在学ナるすべての生徒に， これ支で以L

に組織的に公民としての資質を音む指噂をf『うことがし

学校として衣められている。］）資料ではさらに続けて，

高校生がグにつばるごとが朗痔される公氏としての知識

・現実の呉体的な政治的尊象を取り上げるとともに，模

築選挙や模疑議全なと真体的・実践的な活動を学校現

楊に取り入れること。

・語合いや討論等を通じて生従が自らの考えをまとめて

いくような学習を進めること。 .J)

本稿では，中学校社会科公民的分野「地方自治」の単

元において以上の指摘を踏まえて，現実の具体的な政治

的事象を取り上げたり，話し合いや討論の時間を設けた

りして生徒が政治に対して関心をもつことができ，当事

者意識をもって社会の問題に向き合うことができたりす

る生徒の育成を目指した単元開発とその授業実践につい

や虎力はどの土うなものかについて，今回の法律案か蕃： て報告する。

雌されだ国ズにおいても議論かなされたが，袴に

①現実の呉体的政治葬象を取り扱うことによる政治 2. 授業実践上の工夫
的教養の脊戒 単元開発を行うにあたって，「現実の具体的な政治的

②違法な選挙運動を行うことがないような選挙例度 事象を取り上げる」上夫と， 「話し合いや討議等を通じ

の理解 て生徒が自らの考えをまとめていく」工夫の 2点につい

を図るこどが糊痔されている。 2Iと記されている。特に

①については，小• 中・高等学校を含めた社会科（公民

科）において， 日本国憲法の基本的な考え方や国会を中

心とする我が国の民主政治の仕組みや議会制民主主義の

慈義，望ましい政治の在り方と政治参加の在り方，政治

参加の重要性などについて指導が学習指導要領に基づい

て行われているとしている。

一方で，これら一連の指導について次のように指摘が

あるとしている。

・政治の意義や剃度に閤する指導は，知織を暗記するよ

うな教育となっているのではないか

・現実の呉体的政治事象を取り扱うことに梢極的では

なし、か:l)

以上のような指摘を跨まえて，有権者として正しい判

断を適切に行うことができるように，次のような工夫を

求めている。

て行った具体を述べる。

(1) 現実の具体的な政治的事象を取り上げる。

現実の具体的な政治的事象を取り卜」ず‘る上夫について

は，単元の各授業内容に即して具体的な事例が登場する

動画や新聞記事などを教材として活用した。以下に，利

用した主な動画・新聞記事と授業との関連を示す。

I~ 動画・新聞記事 授業との関連

第
NHK 地方では都会への若者の流
2014. 5. 1放送 出と，高齢者の減少が始まって

時 『クローズアッ いることが取り上げられてお

i プ現代』 り，将来自治体を維持できない
「極点社会～新 可能性のある地域が存在して

の たな人口減少ク いることを理解することがで
~ ライシス～」 き，地方創生が求められている
し ＊授業者が録画し ことを実感すると同時に，自分と
地 たものを具体的 の住んでいる地域について，地

方治自
な事例の部分を 方自治について興味• 関心をも
使用 C

たせることができる。
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